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地域密着型通所介護おしのハウス 

重要事項説明書（2026年 4月 1日版） 
 

社会福祉法人やすらぎ福祉会 

おしのハウス 

 

【法人の概略】 

（１）法人名        社会福祉法人 やすらぎ福祉会 

（２）法人所在地     石川県金沢市上荒屋１丁目３９番地 

（３）電話番号       ０７６－２６９－０８０８（代表）  

      FAX       ０７６－２６９－２００４ 

（４）代表者氏名     理事長   国光 哲夫 

（５）沿革     １９９２年 ９月  法人認可 

          １９９３年 ７月  特別養護老人ホームやすらぎホーム開設 

            同   ８月  老人デイサービスセンターやすらぎ開設 

          １９９６年 ７月  訪問入浴事業開始 

                    配食サービス事業開始 

                    訪問看護ステーションあて開設 

          １９９９年 ４月  やすらぎホーム増床（定員５０から１００に）  

                    認知症対応型デイサービス開始 

                    訪問介護ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝやすらぎ開設 

                    お年寄り介護相談センター開設 

                    訪問看護ステーションあい開設 

            同  １０月  居宅介護支援事業所やすらぎ開設 

                    居宅介護支援事業所あて開設 

          ２００５年１１月  小規模通介護事業所おしのハウス開設 

          ２００６年 ４月  お年寄り地域福祉支援センターかみあらや開設 

            同   ５月  訪問入浴事業廃止 

          ２００８年１０月  なんぶやすらぎホーム開設 

          ２０１４年 ２月  認知症対応型デイサービス廃止 

【通所介護】 

１）事業の種類    地域密着型通所介護（定員９名） 

２）名称       おしのハウス 

３）住所       金沢市押野 2-162 

４）電話       ０７６－２４２－６１２３ 

５）責任者      所長  佐藤 浩美 

６）開設日      ２００５年１１月１日 

７）介護保険事業所指定番号  １７７０１０２３１５ 

８）  同  指定日     ２０１１年９月３０日 

９）事業の目的 

 指定地域密着型通所介護事業の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、

事業所の従業者が、要介護状態にある高齢者等に対し適正な指定地域密着型通所介護事業を提供すること

を目的とします。 
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１０）運営の方針 

要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、

介護技術の進歩に対応した適切な介護技術をもって、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を利用者の

希望に沿って適切に行う事により、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持、並びに利用者

の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとします。 

２ 目標、当該目標を達成するための具体的なサービス内容などを記載した通所介護計画を作成します。

通所介護計画は、すでに居宅サービス計画を作成している場合には、当該計画の内容に沿って作成しま

す。    

３ 事業所は、通所介護計画等の作成に当たっては、その内容について、利用者またはその家族に対して

説明し、利用者の同意を得ます。 

４ 事業所は、通所介護計画等を作成した際には、当該計画書等を利用者に交付します。 

５ 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連係を図り、総

合的なサービスの提供に努めるものとします。 

１１）通常の事業の実施範囲 

  金沢市  

１２）営業日 サービス提供時間      

営業日 休 日 サービス提供可能時間 ※ 

月曜から土曜及び祝日 日曜、12/31～1/2 ９：２０－１５：３０ 

※サービス提供時間には送迎時間は含みません。 

 サービス提供時間は、介護報酬上「６時間～７時間」の分類となっています。 

１３）職員の体制 

生活相談員 介護職 看護職員 

常勤１以上 非常勤２以上 非常勤 1以上 

※ 機能訓練指導員は看護職員が兼ねています。 

１４）サービスの内容           

  通所介護サービスの内容は、次のとおりとする。 

   １、日常生活上の援助 

排泄の介助 移動の介助 その他必要な身体の介護 養護（休養） 

   ２、健康状態の確認 

   ３、機能訓練サービス 

日常生活動作に関する訓練、レクレーション、グループワーク、行事的活動 

体操、趣味活動 

   ４、送迎サービス 

   ５、入浴サービス 

一般浴槽での入浴、衣類着脱、身体の清拭、洗髪、洗身、その他必要な介助 

   ６、食事に関するサービス 

食事の準備、後始末の介助 食事摂取の介助 その他必要な食事の介助 

   ７、相談、助言に関するサービス 

日常生活動作に関する訓練の相談と助言 福祉用具の利用法の相談と助言 

住宅改修に関する情報提供 家族介護教室の開催 そのほか必要な相談と助言  

１５）利用料金の概要 

指定通所介護を提供した場合の利用料の額は、厚生大臣が定める基準によるものとし、当該指定通所介護が

法定代理受領サービスである時は、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとす

る。 

・利用料金別表参照 

１６）利用料の支払 
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  利用料金は、事業者が１ケ月ごとに計算し、契約者に請求します。契約者はこれを翌月末までに、以

下のいずれかの方法で支払うものとします。 

・ 契約者の指定する口座からの自動引き落とし（手数料は事業者が負担します） 

・ 事業者の指定する口座への振込み（手数料は契約者のご負担となります） 

・ 事業者の窓口での支払い（受付時間 平日及の９時から１６時３０分） 

１７）サービスの利用に関する留意事項 

施設、設備、敷地等はその本来の用途に従って利用してください。利用者の故意または重大な過失に

より、施設、設備等を壊したり汚したりした場合には、自己負担により現状に復していただくか、それ

相当の代価をお支払いいただく場合があります。 

  当事業所の職員や他の利用者に対して、生命・身体・財産・信用等を傷つけ、又は著しい背信行為が

行われた場合には、サービスの提供を終了させていただく場合があります。 

１８）事故発生時及び緊急時の対応 

① 利用者の心身の状態に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに協力医療機関等およびご家族

に連絡し必要な対応をします。 

② 事故発生時は、利用者の安全確保を最優先にしつつ、ご家族、関係自治体に速やかに連絡します。 

③ 事業者は、サービスの提供に伴って、事業者の責めに帰すべき事由により、利用者の生命、身体、

財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。 

④ サービス提供中に、天災そのほか災害が発生した場合、職員は利用者の避難など適切な処置を講じ

ます。また管理者は、日常的に具体的な対処法方、避難経路、及び協力期間との連携方法を確認し、

災害時には避難などの指揮をとり、また非常災害に備え定期的に避難訓練を行います。 

１９）地域との連携について 

① 事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等地域との交流に

努めます。 

② 当事業所の行う地域密着型通所介護を地域に開かれたサービスとし、サービスの質の確保を図ることを

目的として、運営推進会議を設置します。 

③ 運営推進会議の構成員は、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者等とし、おおむね６ヶ月に１回以

上開催します。 

④ 事業者は、運営推進会議において活動状況を報告し、評価を受けるとともに、必要な要望、助言等を聴

く機会を設けます。 

⑤ 事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しま

す。 

２０）秘密保持 

  ① 事業者は、サービスを提供する上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密及び個人情報につい

ては、利用者又は第三者の生命、身体等に危険がある場合など正当な理由がある場合を除いて、契

約中及び契約終了後、第三者に漏らすことはありません。 

 ② あらかじめ文書により利用者の同意を得た場合は、前項の規定にかかわらず、一定の条件の下で情

報提供をすることがあります。 

２１）介護・生活援助の記録と開示 

① 事業者は、介護・生活援助に関する記録を作成し、契約終了後５年間保存します。 

② 利用者は、当該利用者に関する記録を閲覧できます。 

２２）苦情の受付について 

（１）苦情の受付、当法人の当事業所に対する苦情やご相談は、以下の専用窓口で受け付けています。 

職種 氏名 常駐場所 電話 

管理者 佐藤 浩美 おしのハウス 076-242-6123 

※ 受付時間は 月曜日～土曜日 ９時～１７時 

（２）行政機関その他苦情受付機関 



おしのハウス重要事項説明書（2026年 4月 1日） 4 

   

金沢市介護保険課 

 

所在地  金沢市広坂１－１－１ 

電話番号 ０７６－２２０－２２６４ 

ＦＡＸ  ０７６－２２０－２５５９ 

受付時間 ９時～１７時 

石川県国民健康保険団体連合会 

（介護サービス苦情相談窓口） 

所在地  金沢市幸町１２－１ 

電話番号 ０７６－２３１－１１１０ 

ＦＡＸ  ０７６－２３１－１６０１ 

受付時間 ９時～１７時 

 

石川県福祉サービス運営適正化委員会 

（石川県社会福祉協議会内） 

 

所在地  金沢市本多町３－１－１０ 

電話番号 ０７６－２３４－２５５６ 

ＦＡＸ  ０７６－２３４－２５５８ 

受付時間 ９時～１７時 

（３）苦情解決責任者    やすらぎホーム施設長  長峰 あゆみ 

（４）第三者委員 

氏名 職業 連絡先・方法 

高橋 勝二 地域住民 電話 076-249-1205 

中川 早苗 地域住民 電話 076-241-6319 

松本 よし美 地域住民 電話 076-276-4207 

 

２２）虐待の防止について 

当該事業所は、利用者の人権擁護、虐待防止等のために、以下の対策を講じます 

①虐待防止責任者を選任しています。    

虐待防止責任者 佐藤 浩美 

②虐待防止のための委員会を定期的に開催し、その結果について従業員に周知徹底しています。 

③従業員の人権意識の向上や知識・技術の向上及び虐待防止のための研修を定期的に実施していま

す。 

④サービスの提供中に、要介護施設従事者又は養護者（家族・同居人等）による虐待を受けたと

思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。 

⑤虐待防止のための指針を整備しています。 

２３）身体拘束廃止の取り組みについて 

利用者又はその他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむをえない場合を除き、身体

的拘束その他利用者の行動を制限する行為はいたしません。なお、緊急やむを得ず身体拘束等を行う

場合には、その旨を本人または家族に説明し、その同意を得た上で、その態様及び時間、その際の利

用者の心身状況及び理由を記録します。 

２４）自己評価及び第三者評価について 

   当事業所では、サービスの質の向上のため、自己チェックリストによる自己評価及び内部監査を年

１回実施しています。第三者評価は実施していません。 

 


